
議 第 ３ ３ 号  

 

   会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

   る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ２ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を  

改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 条

例 第 １ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 勤 勉 手 当 ）  

第 ８ 条 の ２  勤 勉 手 当 は 、 ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ の 条 に お

い て こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に そ れ ぞ れ 在 職 す る 短 時 間

勤 務 会 計 年 度 任 用 職 員 と し て の 任 期 の 定 め が ６ か 月 以 上 の 短 時 間 勤

務 会 計 年 度 任 用 職 員 （ １ 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 が 著 し く 少 な い 者 と  

し て 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、  

当 該 職 員 の 基 準 日 以 前 に お け る 規 則 で 定 め る 期 間 の 勤 務 成 績 の 結 果

及 び 基 準 日 以 前 ６ か 月 以 内 の 期 間 に お け る 勤 務 の 状 況 に 応 じ て 支 給

す る 。 こ れ ら の 基 準 日 前 １ か 月 以 内 に 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 短 時 間

勤 務 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） に つ い て も 、 同

様 と す る 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 そ れ ぞ れ の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 若 し く は 失 職

し 、 又 は 死 亡 し た 短 時 間 勤 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、 当 該 退
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職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 現 在 ） に お け る 報 酬 に 、 任

命 権 者 が 別 に 定 め る 基 準 に 従 っ て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基

準 日 以 前 ６ か 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 勤 務 期 間 の 区 分 に 応 じ

て 、 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額 の 総 額 は 、 短 時 間 勤 務 会 計 年 度 任

用 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に １ ０ ０ 分 の １ ０ ０ を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額

を 超 え て は な ら な い 。  

３  基 準 日 に お い て 、 一 会 計 年 度 に お け る 短 時 間 勤 務 会 計 年 度 任 用 職

員 と し て の 任 期 が ６ か 月 以 上 あ る 者 の う ち 、 別 表 の 日 額 及 び 時 給 の

区 分 に 該 当 す る も の に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 死 亡 し た 日 現 在 ） に お け る 報 酬 」 と あ る の は 、 「 死 亡 し た 日 ） 以

前 ６ か 月 以 内 の 在 職 期 間 に お け る 報 酬 の １ か 月 当 た り の 平 均 額 」 と

す る 。  

４  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 勤 勉 手 当 の 支 給 方 法 、 支 給 制 限 、 勤

務 期 間 の 算 定 に 関 し て は 、 給 与 条 例 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 第 １ １ 条 第 ２ 項 中 「 期 末 手 当 」 の 次 に 「 及 び 勤 勉 手 当 」 を 加 え る 。  

 別 表 中 「 第 ８ 条 」 の 次 に 「 、 第 ８ 条 の ２ 」 を 加 え 、  

「  

1 4 7 , 4 6 5円  6 , 9 8 3円  9 5 6円  

1 5 6 , 8 0 0円  7 , 0 2 9円  9 9 5円  

1 6 4 , 2 0 0円    

1 6 2 , 8 4 8円  7 , 1 9 6円  1 , 0 2 8円  

1 7 9 , 2 2 0円  7 , 5 7 2円  1 , 3 1 3円  

1 8 4 , 5 9 7円    

2 1 6 , 4 2 4円  1 0 , 2 0 6円  1 , 4 6 7円  

」 を  

「  

 1 4 9 , 1 0 0円  7 , 0 4 2円  9 5 6円  

1 5 8 , 6 0 0円  7 , 1 1 0円  1 , 0 0 6円  

1 6 6 , 1 0 0円    

1 6 4 , 7 0 0円  7 , 1 9 6円  1 , 0 2 8円  
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1 7 9 , 2 2 0円  7 , 6 5 6円  1 , 3 2 7円  

1 8 6 , 7 0 0円    

2 1 8 , 9 0 0円  1 0 , 3 1 8円  1 , 4 8 3円  

」 に 、  

「  

 1 6 1 , 9 0 0円    

1 8 9 , 1 0 0円  8 , 4 0 0円  1 , 4 7 7円  

2 0 9 , 4 0 0円   1 , 6 4 2円  

2 6 7 , 2 0 0円  1 0 , 9 9 0円  1 , 9 3 0円  

3 3 8 , 1 0 0円    

1 9 9 , 5 0 0円    

1 6 2 , 8 4 8円  7 , 1 9 6円  1 , 0 2 8円  

」 を  

「  

  1 6 3 , 7 0 0円    

1 9 1 , 2 0 0円  8 , 4 9 1円  1 , 4 9 3円  

2 1 1 , 8 0 0円   1 , 6 6 0円  

2 7 0 , 2 0 0円  1 1 , 1 1 2円  1 , 9 3 0円  

3 4 1 , 9 0 0円    

2 0 1 , 7 0 0円    

1 6 4 , 7 0 0円  7 , 1 9 6円  1 , 0 2 8円  

」 に  

改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 条 例 第 ３

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ７ 条 第 １ 項 中 「 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ）

第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  
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  第 ８ 条 中 「 地 方 公 務 員 法 」 の 次 に 「 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号

） 」 を 加 え る 。  
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条
の
２
 
勤
勉
手
当
は
、
６
月
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12
月
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日
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こ
の
条
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お
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て
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れ
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日
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基
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日
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。
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す
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間
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年
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職
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６
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短
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間
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年
度
任
用
職
員
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１
週
間
当
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務
時
間
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者
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め
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。
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
２
条
、
第
８
条
、
第
８
条
の
２
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
、
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８
条
関
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）
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務
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額
 

日
額
 

時
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事
務
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助
又
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す
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14
9,
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2円

 
95
6円
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級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
事
務
の
補
助
又
は

窓
口
業
務
に
従
事
す
る
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

15
8,
60
0円

 
7,
11
0円

 
1,
00
6円

 

３
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を

必
要
と
す
る
窓
口
業
務
に

従
事
す
る
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

16
6,
10
0円

 
 

 

技
術
職
 

１
級
 

保
育
業
務
の
補
助
又
は
専

門
員
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
職
（
以
下
「
専
門

員
等
」
と
い
う
。
）
の
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

16
4,
70
0円

 
7,
19
6円

 
1,
02
8円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
専
門
員
等
又
は
教

育
業
務
の
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

17
9,
22
0円

 
7,
65
6円

 
1,
32
7円

 

３
級
 

保
育
業
務
の
主
担
当
、
高

18
6,
70
0円

 
 

 

職
種
 

職
務
の

級
 

標
準
的
な
職
務
 

月
額
 

日
額
 

時
給
 

事
務
補

助
 

１
級
 

定
例
的
な
事
務
の
補
助
又

は
窓
口
業
務
に
従
事
す
る

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
も
の
 

14
7,
46
5円

 
6,
98
3円

 
95
6円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
事
務
の
補
助
又
は

窓
口
業
務
に
従
事
す
る
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

15
6,
80
0円

 
7,
02
9円

 
99
5円

 

３
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を

必
要
と
す
る
窓
口
業
務
に

従
事
す
る
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

16
4,
20
0円

 
 

 

技
術
職
 

１
級
 

保
育
業
務
の
補
助
又
は
専

門
員
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
職
（
以
下
「
専
門

員
等
」
と
い
う
。
）
の
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

16
2,
84
8円

 
7,
19
6円

 
1,
02
8円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
専
門
員
等
又
は
教

育
業
務
の
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

17
9,
22
0円

 
7,
57
2円

 
1,
31
3円

 

３
級
 

保
育
業
務
の
主
担
当
、
高

18
4,
59
7円
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改
正
後
 

改
正
前
 

度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
教
育
業
務
の
職
務
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

４
級
 

医
療
業
務
の
職
務
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
も
の
 

21
8,
90
0円

 
10
,3
18
円
 

1,
48
3円

 

５
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
医
療
業
務
又
は
相

当
高
度
の
知
識
経
験
を
必

要
と
す
る
教
育
業
務
の
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

33
0,
00
0円

 
 

2,
78
0円

 

相
談
・

指
導
職
 

１
級
 

指
導
員
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
（
以
下
「
指
導
員

等
」
と
い
う
。
）
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

16
3,
70
0円

 
 

 

２
級
 

相
談
員
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
（
以
下
「
相
談
員

等
」
と
い
う
。
）
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

19
1,
20
0円

 
8,
49
1円

 
1,
49
3円

 

３
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
指
導
員
等
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

21
1,
80
0円

 
 

1,
66
0円

 

４
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
相
談
員
等
の
職
務

27
0,
20
0円

 
11
,1
12
円
 

1,
93
0円

 

度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
教
育
業
務
の
職
務
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

４
級
 

医
療
業
務
の
職
務
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
も
の
 

21
6,
42
4円

 
10
,2
06
円
 

1,
46
7円

 

５
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
医
療
業
務
又
は
相

当
高
度
の
知
識
経
験
を
必

要
と
す
る
教
育
業
務
の
職

務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

33
0,
00
0円

 
 

2,
78
0円

 

相
談
・

指
導
職
 

１
級
 

指
導
員
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
（
以
下
「
指
導
員

等
」
と
い
う
。
）
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

16
1,
90
0円

 
 

 

２
級
 

相
談
員
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
（
以
下
「
相
談
員

等
」
と
い
う
。
）
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

18
9,
10
0円

 
8,
40
0円

 
1,
47
7円

 

３
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
指
導
員
等
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

20
9,
40
0円

 
 

1,
64
2円

 

４
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
相
談
員
等
の
職
務

26
7,
20
0円

 
10
,9
90
円
 

1,
93
0円
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改
正
後
 

改
正
前
 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

５
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を

必
要
と
す
る
相
談
員
等
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
も
の
 

34
1,
90
0円

 
 

 

施
設
の

長
等
 

１
級
 

施
設
の
副
所
長
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
職
の
職
務
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

20
1,
70
0円

 
  

  

技
能
職
 

１
級
 

調
理
業
務
の
補
助
又
は
労

務
の
補
助
の
職
務
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
も
の
 

16
4,
70
0円

 
7,
19
6円

 
1,
02
8円

 

（
略
）
 

 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

５
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を

必
要
と
す
る
相
談
員
等
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
も
の
 

33
8,
10
0円

 
 

 

施
設
の

長
等
 

１
級
 

施
設
の
副
所
長
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
職
の
職
務
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

19
9,
50
0円

 
  

  

技
能
職
 

１
級
 

調
理
業
務
の
補
助
又
は
労

務
の
補
助
の
職
務
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
も
の
 

16
2,
84
8円

 
7,
19
6円

 
1,
02
8円

 

（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
４

年
３

月
２

７
日

条
例

第
３

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
新
潟
県
柏
崎
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26
年
条
例
第
13
号
。
以
下
「
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
第
17
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
規
則
で
定
め
る

こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給

す
る
。
 

第
７
条
 
新
潟
県
柏
崎
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26
年
条
例
第
13
号
。
以
下
「
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
第
17
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
26
1号

）
第
22
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
職
員
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
規
則
で
定
め

る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支

給
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
26
1号

）
第
22
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の

他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
10
0分

の

10
0以

下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の

職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
規
則
で
定

め
る
日
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
22
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
10
0分

の
10
0以

下
の
換
算
率
に
よ
り

換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び

そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
規
則
で
定
め
る
日
又
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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